


◯ 地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針（R6.12.18公布）において以下のように
規定している他、審査の観点として、「公物等の管理区域との重複がある場合には、当該公物等
の管理者の確認や同意を得ていること」としています。

◯ 申請者に対し確認又は同意をする際には、同意書、書面、メール、会議の議事録等の協議記録
を残すようにしてください。

◯ 想定される公物等の区域は、以下のとおりです。

認定にあたって、公物等管理区域と重複する場合は、管理者 の確認・同意が必要になります。

地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針（R6.12.18公布）

「地域生物多様性増進活動又は連携地域生物多様性増進活動が公物等の管理その他の法令に基づく
取組との調和が保たれていること。」

公物等管理者の確認・同意について

砂防関係区域治山事業施行地
地すべり防止区域海岸関係区域

急傾斜地崩壊危険区域漁港区域
港湾関係区域漁業権区域
都市公園区域保護水面
道路区域河川区域
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